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　Information - 行政情報

　

昨
年
、
11
月
29
日
に
農
事
組
合
法

人
ア
グ
リ
津
（々
中
井
町
津
々
）、
12

月
６
日
に
農
事
組
合
法
人
な
ら
い（
松

山
）の
農
業
法
人
設
立
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

市
内
で
の
集
落
営
農
組
織
の
法
人

化
は
初
め
て
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の

地
域
農
業
の
新
た
な
経
営
ス
タ
イ
ル

と
し
て
、
今
後
は
他
の
地
域
で
も
集

落
営
農
法
人
化
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

◆
農
業
法
人
化
の
メ
リ
ッ
ト

①
農
地
の
利
用
権
取
得
が
可
能

②
利
益
留
保
が
可
能
と
な
り
、
農
業

機
械
等
へ
の
積
み
立
て
が
で
き
る
。

③
地
域
内
の
農
地
を
安
心
し
て
預
け

る
こ
と
が
可
能

■
問
い
合
わ
せ

　
農
林
課
農
業
振
興
係
☎
21
‐
０
２
２
３

市
内
初！
集
落
営
農
法
人
を
設
立

　

大
切
な
農
作
物
を
野
猪
や
野
猿
の
有

害
獣
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
、
有
害
鳥

獣
被
害
防
止
対
策
事
業（
野
猪
等
防
護
柵

設
置
補
助
金
）を
実
施
し
、
防
護
柵
設
置

に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

野
猪
等
防
護
柵
設
置
補
助
金

区分 設置延長 対象者 補助率

野猪等防護柵
100㍍以上

個人 新規購入資材
費の３分の１

共同
新規購入資材
費の２分の１200㍍以上 個人

野猿侵入防護柵 30㍍以上 個人
共同

※共同の場合は、２戸以上。
※�申請書は、農林課・各地域局・各地域市民セ
ンターに備えています。

　

担
い
手
経
営
安
定
法
の
改
正
に
伴
い
、

平
成
27
年
度
か
ら
経
営
所
得
安
定
対
策
の

う
ち
、
ゲ
タ
・
ナ
ラ
シ
対
策
は
、
交
付
対

象
者
が
次
の
と
お
り
限
定
さ
れ
ま
す
。

①
認
定
農
業
者

②
一
定
の
要
件
を
満
た
す
集
落
営
農
組
織

③
認
定
新
規
就
農
者

　

交
付
対
象
者
と
な
っ
て
い
な
い
人

で
、
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ゲ
タ
・
ナ
ラ
シ
対
策

①
畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金（
ゲ
タ

対
策
）…
麦
、
大
豆
、
そ
ば
、
な
た

ね
に
対
す
る
交
付
金

②
米
・
畑
作
物
の
収
入
減
少
影
響
緩

和
対
策（
ナ
ラ
シ
対
策
）…
米
、
麦
、

大
豆
の
収
入
減
少
に
備
え
た
保
険

■
問
い
合
わ
せ

・
ゲ
タ
・
ナ
ラ
シ
対
策

　

�

中
国
四
国
農
政
局
経
営
所
得
安
定
対
策

担
当
☎
０
８
６
‐
２
３
０
‐
１
０
６
１

・
認
定
農
業
者
・
認
定
新
規
就
農
者

　
農
林
課
農
業
振
興
係
☎
21-

０
２
２
３

経
営
所
得
安
定
対
策

  

農
林
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

市
が
発
注
す
る
物
品
の
納
入
、
役

務
の
提
供
な
ど
の
契
約
に
関
し
、
少

額
な
取
り
引
き
の
み
を
希
望
す
る
市

内
業
者
を
対
象
と
し
て
、
簡
易
な
手

続
き
で
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

「
高
梁
市
少
額
物
品
調
達
等
契
約
希
望

者
簡
易
登
録
制
度
」
を
創
設
し
ま
し

た
。

　

平
成
27
・
28
年
度
分
の
登
録
申
請

を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
希
望
す
る

人
は
、
所
定
の
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
え
て
、
上
記
の
物
品
調
達
等
の

入
札
参
加
資
格
者
の
「
受
付
期
間
」

内
に
、
持
参
す
る
か
郵
送
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
契
約
の
対
象
範
囲

　
上
記
の
「
主
な
登
録
種
目
の
内
容
」

の
業
種
で
、
競
争
入
札
や
見
積
も
り

合
わ
せ
に
該
当
し
な
い
少
額
な
取
り

引
き（
１
件
の
予
定
金
額
が
10
万
円
未

満
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
登
録
の
有
効
期
間

　

平
成
27
年
４
月
１
日
～
平
成
29
年

３
月
31
日（
２
年
間
）

　

市
が
発
注
す
る
物
品
の
納
入
、
役

務
の
提
供
、
製
造
の
請
負
業
務
委
託

等（
測
量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

を
除
く
）の
契
約
を
希
望
す
る
場
合
、

事
前
に
市
へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

　

平
成
27
・
28
年
度
分
の
新
規
登

録
・
更
新
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
の

で
、
希
望
す
る
人
は
、
所
定
の
申
請

書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
持
参
す

る
か
郵
送
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

　
２
月
２
日
㈪
～
２
月
27
日
㈮

　
　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
２
月
27
日
㈮
必
着

◆
受
付
場
所

　

監
理
課（
〒
７
１
６

－

８
５
０
１�

高
梁
市
役
所
分
庁
舎
）

※
申
請
書
は
、
監
理
課
、
各
地
域
局
、

各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
に
備
え
て
あ

る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

  

監
理
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
27
・
28
年
度
物
品
調
達
等

契
約
希
望
者
の
申
請
受
け
付
け
を
行
い
ま
す

◆
主
な
登
録
種
目
の
内
容

【
物
品
】
文
具
・
事
務
用
機
器（
Ｏ
Ａ
機

器
リ
ー
ス
を
含
む
）、
木
工
・
家
具
類
、

教
育
・
保
育
用
品
、
印
刷
・
看
板
、
衣

料
、
日
用
品
、
薬
品
類
、
医
療
機
器
、

測
定
機
器
、
電
気
機
械
器
具
、
一
般
機

械
器
具
、
厨
房
機
器
、
輸
送
機
器
、
消

防
保
安
用
品
、
燃
料
、
資
材
、
農
業
園

芸
用
品
、
食
品
な
ど
全
て
の
物
品

【
役
務
・
業
務
】
清
掃
、
保
守
点
検
、

警
備
、
測
定
・
検
査
、
計
画
策
定
、
情

報
・
通
信
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
害
虫
駆

除
、
運
送
、
リ
ー
ス（
Ｏ
Ａ
機
器
を
除

く
）な
ど
の
役
務
・
業
務
委
託

※
１
件
10
万
円
未
満
の
取
り
引
き
も
対
象
で
す
。

◆
登
録
の
有
効
期
限

　

平
成
27
年
４
月
１
日
～
平
成
29
年

３
月
31
日（
２
年
間
）

◆
申
請
時
の
注
意
事
項

・�

申
請
書
と
添
付
書
類
は
、Ａ
４
フ
ラ
ッ

ト
フ
ァ
イ
ル
に
と
じ
て
提
出
（「
物

品
」「
役
務
・
業
務
」
は
別
冊
子
）

○
物
品
調
達
等
の
入
札
参
加
資
格
者
の
登
録
・
更
新

◆
注
意
事
項

・�

簡
易
登
録
に
よ
る
登
録
で
は
、
市
が

行
う
競
争
入
札
や
見
積
も
り
合
わ
せ
へ

の
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
。

・�

簡
易
登
録
の
申
請
は
、
受
付
期
間
内

の
申
請
を
原
則
と
し
ま
す
が
、
平
成

27
・
28
年
度
中
に
限
り
、
随
時
受
け
付

け
も
行
い
ま
す
。

【
経
過
措
置
の
終
了
】

　

市
内
事
業
者
に
限
り
、
登
録
が
な
い

場
合
で
も
年
間
契
約
総
額
５
万
円
ま
で

市
と
の
取
り
引
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
経
過
措
置
は
、
平
成
27
年
３
月
31
日

で
終
了
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
、
市
と
の

取
り
引
き
を
希
望
す
る
場
合
は
、
入
札

参
加
資
格
者
登
録
か
、
簡
易
登
録
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
監
理
課
契
約
管
理
係

　
☎
21-

０
２
３
５

○
少
額
物
品
調
達
等
契
約
希
望
者
の
簡
易
登
録

【おわびと訂正】　12 月号 18 ページに誤りがありました。おわびして訂正します。
　　　　　　　　監理課契約管理係の問い合わせ電話番号
　　　　　　　　（誤）21- ０２９６→（正）21- ０２３５

◆
そ
の
他

　

未
設
置
の
農
地
で
、
来
年
度
以
降
に

設
置
を
計
画
し
て
い
る
人
は
、
団
地
全

体
で
の
共
同
設
置
が
行
わ
れ
る
よ
う
集

落
内
等
で
話
し
合
い
、
効
率
的
な
設
置

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
農
地
集
積
促
進
事
業
】（
市
）

　

認
定
農
業
者
等
が
市
内
の
農
地
を

農
地
法
３
条
許
可
か
、
利
用
権
設
定

に
よ
り
、
３
年
以
上
の
貸
借
を
行
っ

た
場
合
、
申
請
す
る
こ
と
で
補
助
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
貸
付
者
も

補
助
対
象
と
な
り
ま
す
。

《
農
地
集
積
促
進
事
業
の
補
助
額
例
》

借
受
者

・��

期
間
５
年
の
新
規
で
20
㌃
の
農
地

を
賃
貸
借
す
る
設
定
の
場
合

１
６
０
０
円
×
20
㌃
＝
３
万
２
千
円

貸
付
者

・����

期
間
10
年
で
30
㌃
の
農
地
を
使
用

貸
借
す
る
設
定
の
場
合

３
０
０
０
円
×
30
㌃
＝
９
万
円

【
農
地
中
間
管
理
事
業
】（
国
）

　
経
営
規
模
の
減
少
や
リ
タ
イ
ア
な
ど

の
理
由
で
、
農
地
を
貸
し
た
い
人
か
ら
、

農
地
中
間
管
理
機
構（
岡
山
県
担
い
手
育

成
財
団
）が
農
地
を
借
り
入
れ
、
同
機
構

が
公
募
・
公
表
し
た
農
家
に
貸
し
付
け

が
行
わ
れ
る
時
に
、
農
地
を
貸
す
農
家

等
に
対
し
て
、「
機
構
集
積
協
力
金
」
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
貸
す
農
地
の
受
け
付

農
地
集
積
化
を
支
援
し
ま
す

け
は
、
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
地
の
借
り
手
農
家
の
公
募
は
、

定
期
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

岡
山
県
担
い
手
育

成
財
団
☎
０
８
６
‐
２
２
６
‐
７
４
２
３


